
 

 

改 正 現 行 

別記第２号 

北海道農業農村整備事業電子閲覧システム利用規約 

（略） 

第４条（利用者の登録） 

１ 本システムの利用を希望する者は、北海道農業農村整備事業電子閲覧システ

ム利用者登録申請サイト                         

     （以下「利用者登録申請サイト」といいます。）により、事前に利

用者の登録申請を行い、農政部の承認を受ける必要があります。（以下「利用

者登録」といいます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第２号 

北海道農業農村整備事業電子閲覧システム利用規約 

（略） 

第４条（利用者の登録） 

１ 本システムの利用を希望する者は、北海道農業農村整備事業電子閲覧システ

ム利用者登録申請サイト（https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?i

d=SfWx4Qk9）（以下「利用者登録申請サイト」といいます。）により、事前に利

用者の登録申請を行い、    承認を受ける必要があります。（以下「利用

者登録」といいます。） 

２ 本システムを利用できる者は、次に掲げる北海道入札参加資格を有する者（以

下「入札参加資格者」といいます。）又は入札参加資格者と建設資材の取引実績

を有する者とします。 

（１）農業土木工事 

（２）舗装工事 

（３）鋼橋上部工事 

（４）建築工事 

（５）電気工事 

（６）管工事 

（７）塗装工事 

（８）造園工事 

（９）道路標識設置工事 

（10）機械器具設置工事 

（11）土木設計 

（12）建築設計 
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２ 本システムの利用が承認された場合は、電子メール又はその他の方法により、

利用者ＩＤ及びログインパスワードが通知されます。 

３ 利用者は、通知された利用者ＩＤ及びログインパスワードの管理責任を負う

ものとします。 

４ 利用者ＩＤ及びログインパスワードの盗難、第三者による使用を知った場合

には、直ちにその旨を農政部に連絡するとともに、農政部から指示がある場合

には、これに従うものとします。 

５ 利用者は、登録した内容に変更が生じた場合は、その内容について、速やか

に利用者登録申請サイトにより変更の申請を行うものとします。 

６ 利用者は、利用者ＩＤ又はログインパスワードを忘れたことによりシステム

を利用できなくなった場合は、再度利用者登録を行うものとします。この場合、

相応の期間が必要となり、その間は本システムを利用できません。 

（略） 

第８条（システムの利用停止、制限及び取消） 

農政部は、利用者が本規約に反する行為を行ったと認められる場合及び長期間

の使用が認められない場合などに、利用者に通知することなく、本システムの利

用を停止、制限及び登録の取消をすることができるものとします。 

（略） 

付則  この利用規約は、令和７年３月28日から施行する。 

付則  この利用規約は、令和８年３月18日から施行する。 

 

（13）測量 

（14）地質調査 

（15）技術資料作成 

３ 本システムの利用が承認された場合は、電子メール又はその他の方法により、

利用者ＩＤ及びログインパスワードが通知されます。 

４ 利用者は、通知された利用者ＩＤ及びログインパスワードの管理責任を負う

ものとします。 

５ 利用者ＩＤ及びログインパスワードの盗難、第三者による使用を知った場合

には、直ちにその旨を農政部に連絡するとともに、農政部から指示がある場合

には、これに従うものとします。 

６ 利用者は、登録した内容に変更が生じた場合は、その内容について、速やか

に利用者登録申請サイトにより変更の申請を行うものとします。 

７ 利用者は、利用者ＩＤ又はログインパスワードを忘れたことによりシステム

を利用できなくなった場合は、再度利用者登録を行うものとします。この場合、

相応の期間が必要となり、その間は本システムを利用できません。 

（略） 

第８条（システムの利用停止又は制限    ） 

農政部は、利用者が本規約に反する行為を行ったと認められる場合は    

                            、本システムの利

用を停止又は制限       することができるものとします。 

（略） 

付則  この利用規約は、令和７年３月28日から施行する。 

 

 


